
参 考

○国土交通省告示第７２０号（令和元年１０月１８日）

特定権利利益 対象者 延長後の満了日

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第 特定被災地域内に主たる事務所を有 令和２年３月

１７６号）第３条第１項の規定に基づ する者 ３１日

く宅地建物取引業者の免許

宅地建物取引業法第２２条の２第１項 特定被災地域内に住所を有する者　　令和２年３月

の規定に基づく宅地建物取引士証の交 ３１日

付

マンションの管理の適正化の推進に関 特定被災地域内に主たる事務所を有 令和２年３月

する法律（平成１２年法律第１４９号）する者 ３１日

第４４条第１項の規定に基づくマンシ

ョン管理業者の登録

マンションの管理の適正化の推進に関 特定被災地域内に住所を有する者　　令和２年３月

する法律第６０条第１項の規定に基づ ３１日

く管理業務主任者証の交付

賃貸住宅管理業者登録規程（平成２３ 特定被災地域内に主たる事務所を有 令和２年３月

年国土交通省告示第９９８号）第３条 する者 ３１日

第１項の規定に基づく賃貸住宅管理業

者の登録

【対象地域】

特定被災地域とは、令和元年台風１９号に際し災害救助法（昭和２２年法律第
１１８号）が適用された市町村の区域をいう。

（参 考）

【特定被災地域内】

○令和元年台風１９号に際し災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用さ

れた市町村の区域 （令和元年１０月１８日現在）



・岩手県　６市５町３村
・宮城県　１４市２０町１村
・福島県　１２市２６町１２村
・茨城県　２０市３町
・栃木県　１１市４町
・群馬県　１１市１１町４村
・埼玉県　２１市１８町１村
・東京都　６区１５市３町１村
・神奈川県　１１市７町１村
・新潟県　３市
・山梨県　１０市６町４村
・長野県　１６市１４町１４村
・静岡県　１市１村
 
※最新の適用区域は、内閣府（防災担当）のＨＰをご確認ください。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html  
 
 


